
[２－１１]

11.8% 58.8% 22.2% 45.7% 22.2% 37.5%
88.2% 41.2% 77.8% 54.3% 77.8% 62.5%

仲裁（回答数：１７）調停（回答数：４５）相談（回答数：４５）
求めている 11.8% 22.2% 22.2%

求めていない 88.2% 77.8% 77.8%

仲裁（回答数：１７）調停（回答数：４６）相談（回答数：４８）
機関独自の研修を実施58.8% 43.5% 35.4%
他の機関と協力して研修を実施11.8% 8.7% 8.3%
特に実施していない 41.2% 54.3% 62.5%

（注１）登用後の研修を実施しているものには、①機関独自の研修を実施している場合、②他の機関と協力して研修を実施している
場合のいずれかを選択した回答が含まれる。
（注２）登用後に独自の研修を実施している例としては、事例・判例研究の研修会を年数回～月１回程度実施している機関が多かっ
た。
このほか、弁護士や行政職員等を講師に招いて、年数回程度講習会を開催している機関や、１週間程度の相談実務研修を実施してい
る機関、年数回程度ボランティアの市民相談員への研修を実施している機関などもみられた。
（注３）登用後に他の機関と協力して研修を実施している例としては、行政機関や他のＡＤＲ機関の実施する研修会・セミナーなど
に年数回程度参加している機関が多かった。
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　　　登用時（17）　　登用後（17） 　　　登用時（45）　　　登用後（46）　　登用時（45）  　登用後（48）

仲　　　　　　　　　　　　　裁 相　　　　　　　　　　　　　談調停・あっせん

登用時：一定の研修修了を主宰者登用の要件としていることの有無
登用後：主宰者登用後の研修実施の有無
（　）内は有効回答数

：有 ：無

主宰者としての知識・技能の確保・向上に関する取組の現状

（アンケート調査　１－２－３、１－２－４、１－２－５より作成）


